
平成２８年度第２回教育研究評議会議事要旨 

 

日 時  平成２８年５月２０日（金）１５時３０分～１６時２９分 

場 所  大学本部２階大会議室 

出席者  宮﨑学長，滝澤理事，門出理事，後藤理事，和田理事，田中教育学部長，

小坂芸術地域デザイン学部長，中村経済学部長，原医学部長, 

渡邉農学部長，皆本全学教育機構副機構長，米山附属図書館長， 

山下医学部附属病院長，郭シンクロトロン光応用研究センター長， 

都築評議員，荒木評議員，岩本評議員，萩原評議員，大島評議員 

欠席者   石橋工学系研究科長，藤本評議員 

陪席者  佐々木監事 

 

 

○ 前回議事要旨について 

学長から，平成２８年度第１回教育研究評議会議事要旨（案）を評議員に送付，

確認したところ，加除・修正等の意見はなかったため，原案のとおり確定し，ホー

ムページに掲載している旨，報告があった。 

 

○ 審議事項 

１．審議事項（非公開） 

 

２．名誉教授称号授与について 

  各学部長等から，国立大学法人佐賀大学名誉教授称号授与規則第２条に規定す

る基準に該当する者で，当該部局の教授会等の議を経て名誉教授候補者として推

薦する者について説明があり，次いで評議員による投票を行った結果，推薦され

た者全員を名誉教授として選考し，決定した。 

 

３．第２期中期目標期間の教育研究評価に係る報告書（研究業績説明書）について 

  只木評価室長から，本件について，第２期中期目標期間（平成２２年４月から

平成２８年３月末）の間に公表された研究業績のうち，組織を代表する優れた研

究業績として判断できるとしたもののうちＳ（優秀な水準にある）及びＳＳ（卓

越した水準にある）のみを学術室において策定した研究業績を選定する際のガイ

ドラインに基づき各学部（海洋エネルギー研究センターを含む）において選出さ

れたものである旨の報告があった。また，４月２０日に中期目標・中期計画実施

本部会議で協議了承，５月１１日役員会への協議了承を経たものを，今回の協議

後５月２５日の役員会で審議了承された後，大学改革支援・学位授与機構（５月

３１日提出期限）へ提出するものである旨の説明があり，審議の結果了承された。 

 

４，佐賀大学教育委員会規則の一部改正（案）について 

  学務部長から，本件について，新学部及び新研究科（学校教育学研究科）の設

置に伴い，教育委員会の組織について，所要の改正を行うものである旨の説明が

あった。第３条第１項第２号の規定にかかわらず，教育学部から選出された委員

は，学校教育学研究科から選出される委員を兼ねることができるものとし，この

場合において，学校教育学研究科から選出される委員を兼ねる教育学部から選出

された委員は，第５条第１項及び第２項の議事及び議決に関し１人の構成員及び



１人の出席者として取り扱わなければならないとする旨の説明があった。 

 

５．その他 

特になし。 

 

 

○ 報告事項 

１．第２４回参議院議員通常選挙期日前投票所の大学設置について 

滝澤理事から，本件について，佐賀市選挙管理委員会より５月１０日付で，第

２４回参議院議員通常選挙期日前投票所の大学設置について依頼があり，学生委

員会において検討した結果，本庄キャンパスならびに鍋島キャンパスにおいて，

２日間程度期日前投票所を設置することとなった旨の説明があった。 

 

２．佐賀大学国際交流会館規程及び佐賀大学国際交流会館使用細則の一部改正につ

いて 

国際課長から，本件について，外国人留学生宿舎として既存の国際交流会館に

加えて役職員宿舎の１つである本庄西宿舎を転用することとするため，関連規程

に所要の改定を行った旨の説明があった。改正に伴い国際交流会館の単身者用施

設をＡ棟，世帯用施設をＢ棟，今回転用する西宿舎の留学生用・世帯用宿舎をＣ

棟として管理し，Ｃ棟の駐車場を入居者に有償にて貸与する旨の説明があった。

また，入居期間については１月以上３年以内を基本とし（申請に基づき１年間の

延長期間も認める。），６月１日から運用開始予定である旨の説明があった。 

 

３.全学委員会等の審議状況報告 

  滝澤理事から，第１回教育委員会及び第１回キャリアセンター運営委員会の審

議状況について報告があった。 

  後藤理事より，第３期中期目標に関して検討中であること，また，中期計画担

当理事の若干の変更がある（財務・人事担当の和田理事就任）旨の報告があった。

第１回拡大役員懇談会においてコンプライアンス体制の充実（会議等の出席率の

向上）について協議した旨の報告があった。次回第２回拡大役員懇談会において

教教分離について協議を進めていく予定である旨の報告があった。第１回男女共

同参画推進委員会において，男女共同参画推進のみならず，身障者の環境の改善，

高齢者雇用の安定，キャリア形成，性的少数者の環境改善等についても協議の予

定のため，名称の変更（「ダイバーシティ推進委員会」等）や新たな部会を設置す

ることなどを含めた検討部会（委員長には岩本学長補佐に依頼）を立ち上げる予

定である旨の報告があった。 

 

４．その他 

  特になし。 

 

 

以上 


